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農
地
利
用
状
況
調
査（
遊
休
農
地
に

関
す
る
調
査
）を
実
施
し
ま
す

　
農
地
は
次
世
代
へ
つ
な
ぐ
限
り
あ
る

地
域
資
源
で
す
。「
荒
ら
さ
ず
に
耕
作

す
る
」こ
と
が
原
則
で
す
。

　
農
業
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
農

地
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
農
地
の
遊

休
化
防
止
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
本
年

度
も
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、
農
業

委
員
会
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
が
市
内
全
て
の
農
地
を
対
象
に
、

現
地
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
調
査
の
実
施
に
あ
た
り
、
両

委
員
が
農
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

大
切
な
農
地
を
守
る
た
め
の
制
度

を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
農
地
を
相
続
し
た
が
農
業
は
営
ん
で

い
な
い
、
高
齢
の
た
め
農
業
を
廃
業
し

た
い
な
ど
、
農
地
の
活
用
に
悩
ん
で
い

る
方
は
、
次
の
制
度
を
利
用
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
度
相
談
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

▪
農
地
・
園
芸
施
設
バ
ン
ク
制
度

　
農
地
や
園
芸
施
設
の
遊
休
化
を
抑
制

し
、
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
農
地
な

ど
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
制
度
で
す
。
農

地
な
ど
の
売
買
・
貸
借
な
ど
で
お
悩
み

の
方
、
将
来
的
に
農
地
な
ど
の
管
理
に

不
安
が
あ
る
方
、
規
模
拡
大
を
目
指
す

方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
対
象
の
土
地
】市
内
の
農
地

【
登
録
方
法
】登
録
申
請
書
を
営
農
支
援

課
へ
提
出

【
価
格
設
定
】農
業
委
員
会
の
賃
借
料
情

報
を
参
考
に
し
て
農
地
所
有
者
が
決
定

【
農
地
情
報
の
閲
覧
場
所
】市
H
P
や

営
農
支
援
課
ま
た
は
、
メ
ー
ル
で
の
情

報
配
信

【
手
数
料
な
ど
】な
し

▼
営
農
支
援
課（
田
原
農
業
支
援
セ
ン

タ
ー
内
）　
☎
22‐１
１
２
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▪
農
地
利
用
集
積
事
業

　
農
地
の
保
全

や
集
積（
農
業

の
担
い
手
の
も

と
に
農
地
を
集

め
る
こ
と
）を

目
的
と
し
た
制
度
で
す
。
賃
貸
借
や
売

買
の
契
約
が
簡
易
に
行
え
、
様
々
な

優
遇
措
置
も
あ
り
ま
す
。（
従
事
日
数
、

耕
作
面
積
、
区
域
な
ど
の
要
件
あ
り
）

【
賃
貸
借
の
注
意
事
項
】

　
農
地
の
賃
貸
借
は
、
必
ず
農
業
委
員

会
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
口
約
束
で
農
地
の
賃
貸
借
を
し
て
い

る
方
は
、
補
助
金
な
ど
を
申
請
す
る
際

に
、
そ
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
何
か
問
題
が

起
き
た
場
合
に
、
自
分
の
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　
本
事
業
を
利
用
す
れ
ば
、
所
定
の
様

式
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
だ
け
で
、

農
地
に
関
す
る
契
約
が
で
き
ま
す
。

　
貸
す
人
、
借
り
る
人
、
双
方
の
権
利

と
義
務
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
手

続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
手
順
】

①
農
地
利
用
集
積
計
画
申
出
書
を
作
成

（
借
り
手
・
貸
し
手
双
方
と
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
の
署
名
押
印
が

必
要
）

②
農
業
委
員
会
事
務
局
に
申
出
書
を
提

出（
毎
月
25
日
締
切
）

③
翌
月
の
農
業
委
員
会
で
審
議
・
承
認

④
翌
々
月
１
日
か
ら
希
望
期
間
で
の
契

約
開
始
。
農
業
委
員
会
事
務
局
が
農

地
利
用
集
積
計
画（
契
約
書
に
代
わ

る
も
の
）を
双
方
に
発
送

※
契
約
期
間
は
原
則
年
単
位（
20
年
以

内
）で
契
約
は
自
動
更
新
さ
れ
ま
せ

ん

農
家
の
皆
さ
ま
へ

こ
の
機
会
に
所
有
・
耕
作
す
る
農
地

を
適
正
に
管
理
し
て
い
る
か
、い
ま

一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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